
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日額 日額 日額 日額 日額 月額 日額 日額 日額 日額 月額
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩※注1 ⑪※注2

要介護１ 682 12 46 46 3 40 110 880 300 2,079 62,429
要介護２ 753 12 46 46 3 40 120 880 300 2,160 64,858
要介護３ 828 12 46 46 3 40 131 880 300 2,246 67,423
要介護４ 901 12 46 46 3 40 141 880 300 2,329 69,919
要介護５ 971 12 46 46 3 40 151 880 300 2,409 72,313
要介護１ 682 12 46 46 3 40 110 880 390 2,169 65,129
要介護２ 753 12 46 46 3 40 120 880 390 2,250 67,558
要介護３ 828 12 46 46 3 40 131 880 390 2,336 70,123
要介護４ 901 12 46 46 3 40 141 880 390 2,419 72,619
要介護５ 971 12 46 46 3 40 151 880 390 2,499 75,013
要介護１ 682 12 46 46 3 40 110 1,370 650 2,919 87,629
要介護２ 753 12 46 46 3 40 120 1,370 650 3,000 90,058
要介護３ 828 12 46 46 3 40 131 1,370 650 3,086 92,623
要介護４ 901 12 46 46 3 40 141 1,370 650 3,169 95,119
要介護５ 971 12 46 46 3 40 151 1,370 650 3,249 97,513
要介護１ 682 12 46 46 3 40 110 1,370 1,360 3,629 108,929
要介護２ 753 12 46 46 3 40 120 1,370 1,360 3,710 111,358
要介護３ 828 12 46 46 3 40 131 1,370 1,360 3,796 113,923
要介護４ 901 12 46 46 3 40 141 1,370 1,360 3,879 116,419
要介護５ 971 12 46 46 3 40 151 1,370 1,360 3,959 118,813
要介護１ 682 12 46 46 3 40 110 2,300 1,445 4,644 139,379
要介護２ 753 12 46 46 3 40 120 2,300 1,445 4,725 141,808
要介護３ 828 12 46 46 3 40 131 2,300 1,445 4,811 144,373
要介護４ 901 12 46 46 3 40 141 2,300 1,445 4,894 146,869
要介護５ 971 12 46 46 3 40 151 2,300 1,445 4,974 149,263
要介護１ 1,364 24 92 92 6 80 221 2,300 1,445 5,544 166,409
要介護２ 1,506 24 92 92 6 80 241 2,300 1,445 5,706 171,265
要介護３ 1,656 24 92 92 6 80 261 2,300 1,445 5,876 176,395
要介護４ 1,802 24 92 92 6 80 282 2,300 1,445 6,043 181,388
要介護５ 1,942 24 92 92 6 80 302 2,300 1,445 6,203 186,176
要介護１ 2,046 36 138 138 9 120 331 2,300 1,445 6,443 193,438
要介護２ 2,259 36 138 138 9 120 361 2,300 1,445 6,686 200,723
要介護３ 2,484 36 138 138 9 120 393 2,300 1,445 6,943 208,418
要介護４ 2,703 36 138 138 9 120 423 2,300 1,445 7,192 215,908
要介護５ 2,913 36 138 138 9 120 453 2,300 1,445 7,432 223,090
※注１…⑩は⑥を外した1日当たりの料金【①～⑨の合計】の目安を表示しています。
※注２…⑪は日額料金に各種加算の合計と月額の料金を足した料金を掲示していますので、利用日数や
　　　　各種加算の算定状況によって金額が変わります。
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きんりゅうケアセンター桂寿苑料金表
地域密着型介護老人福祉施設（個室ユニット）

令和7年4月1日改定
利
用
者
負
担
段
階

要介護区分
給付単位

看護体制
加算(Ⅰ)

日常生活
継続支援
加算(Ⅱ)

夜勤職員
配置加算
(Ⅱイ)

認知症専
門ケア加
算（１）

科学的介護
推進体制加

算

介護職員等
処遇改善加
算(Ⅰ)

居住費
（光熱水
費・個室
料）

食費
(3食）

利用者1日
負担の目安



【料金説明】
①：給付単位・・・・・・・・・・１日の利用料となります。※おむつ代等日常生活費も含みます。
②：看護体制加算（Ⅰ）・・・・・常勤の看護師を１人以上配置していますので１日12単位（12円）の加算に

なります。
③：日常生活継続支援加算（Ⅱ）・直接介護を行う職員の中で、利用者6人に対して1名以上の介護福祉士を配置

していますので１日46単位（46円）の加算になります。
④：夜勤職員配置加算（Ⅱイ）・・夕方から早朝にかけて夜勤時間に職員を多く配置していますので、１日

46単位（46円）の加算があります。
⑤：科学的介護推進加算・・・・・利用者毎のADL値、栄養状態、認知症などの基本的情報を厚生労働省に提出し

必要に応じてサービス計画の見直しなどに活用をしていますので、1月あたり
40単位（40円）の加算となります。※月額

⑥：認知症専門ケア加算（１）・・認知症に関する専門研修を修了した職員を配置しています。
認知症利用者を受け入れる割合も満たしており、認知症ケアに関する会議や
研修を実施していますので1日3単位（3円）の加算になります。

⑦：介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）・・①～⑥の合計数に14.0％を乗算した値になります。

⑧：居住費（2,300円）・・・・・・１日のお部屋代となります。
⑨：食費（1,445円）・・・・・・・１日の食事代金となります。
⑩：利用者1日負担 ・・・・・・・⑥を外した①～⑨の料金を合算した料金の目安を記載しています。
⑪：利用者30日負担・・・・・・・日額料金（①～④、⑥～⑨）×30日に月額料金⑤の料金を合算した目安の値

を記載していますので、利用日数や各種加算の算定状況によって金額が変動
することがあります。

【上記以外の加算】
※入所時に1回のみ安全対策体制加算（20単位）を算定します。
※新規入所または入院1か月以上後に再入所した場合は、初期加算（1日につき3単位）を30日間算定します。
※看取りを行った際には看取り看護体制加算（Ⅰ）を算定（日数により1日につき72単位～1280単位加算）します。
※若年性認知症入所者受け入れ加算として若年性認知症の方が入所された場合は1日120単位算定します。
※医療機関等へ退所される際に栄養状況の連携を行った場合、退所時栄養情報連携加算（70単位）を
算定します。

※再入所時、栄養連携を取った場合に再入所時栄養連携加算を1回のみ200単位算定します。
※ご自宅等に退所される場合は退所時等相談援助加算を1回のみ400単位算定します。
※透析などが必要な方で月に12回以上送迎をした場合は、特別通院送迎加算として月594単位算定します。

上記の料金の他に、電気代金（冷蔵庫300円/月、テレビ300円/月、その他の電気製品は1コンセントにつき
100円/月）、病院受診料、お薬代金、日常品購入代金等の合算が最終的な料金となります。

※「軽減」について…市町村民税世帯非課税の世帯の方に関しては、⑦居住費と⑧食費において補助が出る
ため費用が減額されます。市町村民税世帯課税の方は4段階となります。

※桂寿苑は減額措置として社会福祉法人減免制度に登録しております。預貯金等にも限りがあり、利用料が
ご負担となっておられる方が申請されることで対象となる可能性があります。

【利用者負担段階】
・特例軽減措置の対象になるか、お住いの市町村の介護保険担当課窓口へご相談ください。
・非課税世帯でも所得、預貯金、資産、その他の要件等で軽減措置が受けられない場合があります。
・介護保険負担限度額認定証は１年ごとの更新のため、認定証が届きましたらお知らせください。
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